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研究開発評価に関連する法令・指針等の変遷（１）

平成 ８年 ７月

平成 ９年 ８月

平成１１年 ７月

平成１３年 ３月

平成１３年 ６月

平成１３年１１月

第１期科学技術基本計画（閣議決定）

国の研究開発全般に共通する評価の実施
方法の在り方についての大綱的指針（内閣
総理大臣決定）

独立行政法人通則法

第２期科学技術基本計画（閣議決定）

行政機関が行う政策の評価に関する法律

国の研究開発評価に関する大綱的指針（内閣
総理大臣決定）
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研究開発評価に関連する法令・指針等の変遷（２）

平成１３年１２月

（平成１５年７月

平成１７年 ３月

平成１７年 ３月

平成１７年１２月

平成１８年 ３月

政策評価に関する基本方針（閣議決定）

国立大学法人法）

国の研究開発評価に関する大綱的指針の
フォローアップ（総合科学技術会議）

国の研究開発評価に関する大綱的指針（改定）
（内閣総理大臣決定）

政策評価に関する基本方針（改定）（閣議決定）

第３期科学技術基本計画



Ⅰ．基本政策
・科学技術基本計画

Ⅱ．重要事項
・分野別推進戦略
・資源配分方針
・施策の優先順位付け
・各種科学技術システム改革

Ⅲ．評価
・国家的に重要な研究開発の
評価

Ⅳ．評価のためのルール作り
・研究開発評価の大綱的指針

大綱的指針は、図中のＣ（評価）
のガイドラインである。

Ｄ

・ ・ ・ ・ ・

①××法人基本方針
（中期計画）

②研究開発施策・制度
・プログラム

③研究開発課題

経済財政諮問会議 総合科学技術会議

内閣総理大臣

○ ○ 省

××研究法人

内閣府

①科学技術関係基本政策

②推進戦略・政策
××法人中期目標
研究開発施策・制度

③研究開発課題

※１：各省の政策評価結果に対して、総務省が客観性担保
評価を実施。

※２：各省評価委員会（独立行政法人及び国立大学法人）
の評価結果に対して、政策評価・独立行政法人評価
委員会（総務省）より、必要に応じ意見。

Ｐ Ｄ

Ａ

Ｃ１
基本計画のフォロー
アップ、策定検討

Ｐ Ｄ

Ａ

Ｃ２
各府省の施策の評価

Ｐ

Ｃ５

≒政策評価 ※１

Ｐ

Ａ

Ｄ

Ｃ６
基本政策の評価

Ａ

法人評価 ※２

（独法･大学）

Ｃ10
施策の評価

Ｐ Ｄ

Ａ

Ｄ

Ｐ

Ａ

Ｄ

Ｃ９
機関の評価

・・・
Ｐ Ｄ

Ｃ７
施策の評価

Ａ

・・・

Ｐ

Ｃ８
課題の評価

Ｐ Ｄ

Ｃ11
課題の評価

・ ・ ・ ・ ・
Ａ

Ａ

Ｃ３ or Ｐ３

Ｃ４

１

２

５３

４

凡例

：ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ

Ｐ：計画 (Plan)
Ｄ：実行 (Do)
Ｃ：評価 (Check)
Ａ：改善 (Action)

１：基本計画に係るもの

２：競争的研究資金の制度改
革、産学官連携等の重要

事項に係るもの

３：施策の優先順位付け等に
係るもの

４：国家的に重要な研究開発
に係るもの

５：研究開発法人に係るもの

６～１１：個々の府省、研究
開発法人に係るもの

：階層的な関係を示す

Ｐ

Ａ

Ｄ

Ｃ

我が国における研究開発マネジメントの階層構造（概念図）

≒政策評価 ※１

≒政策評価 ※１

○○省評価指針

××法人評価指針
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研究開発評価に関連する法令・指針の目的

・独立行政法人が公共上の見地から
行う事務・事業の確実な実施

独立行政法人通則法

・効果的かつ効率的な行政の推進

・政府の諸活動についての国民への
説明責任

政策評価法

・優れた研究開発の効果的・効率的
な実施

大綱的指針

目 的名 称
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各法令・指針等に基づく評価の対象

○－○研究開発機関等

－－○研究者等の業績

－○
（10億円以上の
ものは事前評価

を義務付け）*

○研究開発課題

－○○研究開発施策

独法評価政策評価法大綱的指針評価対象

（＊）研究開発課題のうち、独立行政法人、特殊法人が研究開発主体の場合は
政策評価の対象外
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＜大綱的指針＞
○政策評価と目指す方向を同じくするもの
○政策評価に求められる諸要素を踏まえ、さらに研究開発
の特性を考慮したもの

○大綱的指針による評価の実施に当たっては、政策評価法
に基づく政策評価と整合するよう取り組む

○研究開発機関等の評価のうち、独立行政法人については
独立行政法人通則法に基づく評価、国立大学法人等に
ついては国立大学法人法に基づく評価と整合するように
取り組む

＜政策評価法、政策評価に関する基本方針＞
○研究開発を対象とする事前評価及び事後評価の実施に
当たっては、政策評価法等で定めるところによるほか、
大綱的指針を踏まえて行う

大綱的指針に則った評価と政策評価等との関係
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大綱的指針に則った評価の流れ

各府省の研究開発評価指針等

研究機関等の評価ルール

科学技術基本計画

国の研究開発評価に関する大綱的指針

評価の実施

総合科学技術会議
での審議を踏まえ
政府が決定

各府省

研究開発機関
第三者評価機関等

各府省
研究開発機関
第三者評価機関等
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大綱的指針のポイント

評価システムの改革の方向

○創造への挑戦を励まし成果を問う評価

○世界水準の信頼できる評価

○活用され変革を促す評価

基本的考え方、評価実施上の共通原則等

１）基本的考え方
○評価の意義 ○評価関係者の責務 ○評価システムの改革の

方向性
２）共通原則
○評価目的の設定 ○評価者の選任 ○評価時期の設定
○評価手法の設定 ○評価結果の取扱い
○効果的・効率的な評価システムの運営 ○評価実施体制の充実
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主な研究開発関係省における研究開発評価指針

総 務 省 ： 総務省情報通信研究評価実施指針（平成１８年４月改定）

文部科学省 ： 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針

（平成１７年９月改定）

厚生労働省 ： 厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針

（平成１７年８月改定）

農林水産省 ： 農林水産省における研究・技術開発の政策評価に関する指針

（平成１８年３月改定）

経済産業省 ： 経済産業省技術評価指針（平成１７年４月改定）

国土交通省 ： 国土交通省研究開発評価指針（平成１４年６月制定）

環 境 省 ： 環境省研究開発評価指針（平成１８年１０月改定）

防 衛 省 ： 防衛庁研究開発評価指針（平成１８年３月改定）
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政策評価法に基づく評価の仕組（１）

政策評価法

政策評価に関する基本方針

各府省の政策評価基本計画（３～５年）

各府省における政策評価の実施

各府省の事後評価実施計画（毎年度）各府省
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政策評価法に基づく評価の仕組（２）

総務省 各府省

○政策評価制度の推進

○政策評価制度を担当
する組織としての政策
評価の実施（＊）

Ｐｌａｎ

Ｄｏ

Ａｃｔｉｏｎ

Ｃｈｅｃｋ

（＊）①政府全体の政策の統一性又は整
合性を確保するための評価

②各府省の政策評価の客観的かつ
厳格な実施を担保するための評価

P：政策の企画・立案
D：政策の実施
C：効果の分析・測定→評価
A：評価結果の企画・立案への反映

評価書の送付

勧告・意見

国 会

年次報告
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独立行政法人通則法に基づく評価の仕組（１）

中期目標

中期計画

年度計画

【独立行政法人】 【各府省（主務大臣）】

中期計画の認可

年度計画の受理

指示

【各府省独法評価委員会】

中期目標への意見

中期計画への意見

意見

意見申請

認可

届出

（＊）１．主務大臣は、中期目標の作成、中期計画の認可に当たっては、財務大臣に協議する。
２．中期目標、中期計画は当該期間の開始前までに作成・認可、年度計画は事業年度の開始前
までに作成され、いずれも公表される。
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独立行政法人通則法に基づく評価の仕組（２）

総務省政策評価・独立行政法人
評価委員会

各府省独立行政法人評価委員会

独立行政法人

○年度評価
・毎年度実施

・中期計画の実施状況を評価

○中期目標期間評価
・中期目標期間終了の法人を対象

・中期目標の達成状況を評価
実績報告

評価結果の通知

必要に応じて勧告

評価結果の通知 必要に応じて意見

○毎年度の業務実績の取りまとめ

○中期目標に係る事業報告書
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府省における研究開発評価の体制（例）

【事前評価】 【中間評価】 【事後評価】

文
部
科
学
省

経
済
産
業
省

＜研究開発プロジェクト＞
科学技術・学術審議会等

＜宇宙開発＞
宇宙開発委員会

＜競争的研究資金制度＞
科学技術・学術審議会(1)

研究統括・領域アドバイザー(２)

＜研究開発プロジェクト＞
科学技術・学術審議会等

＜宇宙開発＞
宇宙開発委員会

＜競争的研究資金制度＞
科学技術・学術審議会（１）

研究統括・領域アドバイザー(３)

＜研究開発プロジェクト＞
科学技術・学術審議会等

＜宇宙開発＞
宇宙開発委員会

＜競争的研究資金制度＞
科学技術・学術審議会(1)

研究統括・領域アドバイザー（３)

＜研究開発制度・プロジェクト＞
事業推進課（自己評価）

＜研究開発制度・プロジェクト＞
評価検討会（外部評価)(４)

＜研究開発制度・プロジェクト＞
評価検討会（外部評価)（４）

産業構造審議会技術分科会
評価小委員会（外部評価)(1)科学技術振興調整費等

(2)科学技術振興機構が実施する「戦略的創造研究推進事業」
(3)研究領域については、別途評価委員会により中間・事後評価
(4)評価検討会が評価報告書（案）を作成し、これを評価小委員会で審議、了承
(5)経済産業省では、必要に応じて評価小委員会が事後評価を実施
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総合科学技術会議における今後の取組

◎第３期科学技術基本計画及び大綱的指針を踏まえた評価活動の一層の推進

★評価システムの改革の推進、加速化

★国家的に重要な研究開発の評価のあり方

総合科学技術会議評価専門調査会で調査・検討の予定

◎ＰＤＣＡサイクルが国民に分かりやすく見える仕組みの確立・実行（第３期科学
技術基本計画に基づく強力な科学技術振興のための「推進プラン２００７」）

今後、総合科学技術内で議論の可能性

◎その他、競争的資金制度改革、法人活動の把握・所見取りまとめ等の推進


